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○
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
） 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
調
査
） 

第
十
八
条
の
三 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
事
項
（
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し
調

査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

（
略
） 

（
再
就
職
等
監
視
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
） 

第
十
八
条
の
四 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
す
る
。 

（
秘
密
を
守
る
義
務
） 

 

第
百
条 

（
略
） 

②
・
③ 

（
略
） 

④ 

前
三
項
の
規
定
は
、
人
事
院
で
扱
わ
れ
る
調
査
又
は
審
理
の
際
人
事
院
か
ら
求
め
ら
れ
る
情
報
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
何
人
も
、
人
事
院
の

権
限
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
調
査
又
は
審
理
に
際
し
て
、
秘
密
の
又
は
公
表
を
制
限
さ
れ
た
情
報
を
陳
述
し
又
は
証
言
す
る
こ
と
を
人
事
院
か
ら
求
め
ら
れ
た
場

合
に
は
、
何
人
か
ら
も
許
可
を
受
け
る
必
要
が
な
い
。
人
事
院
が
正
式
に
要
求
し
た
情
報
に
つ
い
て
、
人
事
院
に
対
し
て
、
陳
述
及
び
証
言
を
行
わ
な
か
つ
た

者
は
、
こ
の
法
律
の
罰
則
の
適
用
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑤ 

前
項
の
規
定
は
、
第
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
権
限
の
委
任
を
受
け
た
再
就
職
等
監
視
委
員
会
が
行
う
調
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
人
事
院
」
と
あ
る
の
は
「
再
就
職
等
監
視
委
員
会
」
と
、
「
調
査
又
は
審
理
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
在
職
中
の
求
職
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
三 

（
略
） 

② 

（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

職
員
が
利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
、
当
該
利
害
関
係
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自
己
に
関
す
る
情
報
を
提
供

し
、
若
し
く
は
当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
当
該
地
位
に
就
く
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
公
正
性

の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
た
職

員
が
当
該
承
認
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
て
行
う
場
合 
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③ 
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
承
認
す
る
権
限
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
す
る
。 

④ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
就
職
等
監
察
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑤ 

再
就
職
等
監
視
委
員
会
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
行
う
承
認
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
再
就
職

等
監
察
官
が
行
う
承
認
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
四 

（
略
） 

②
～
④ 

（
略
） 

⑤ 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

再
就
職
者
が
役
職
員
（
こ
れ
に
類
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
契
約
等
事
務
に
関
し
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、

又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
再
就
職
者
が
当
該
承
認
に
係
る
役
職
員
に
対
し
、
当
該
承
認
に
係
る
契
約
等
事

務
に
関
し
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
す
る
場
合 

⑥ 

前
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
承
認
す
る
権
限
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
す
る
。 

⑦ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
就
職
等
監
察
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑧ 

再
就
職
等
監
視
委
員
会
が
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
行
う
承
認
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
再
就
職

等
監
察
官
が
行
う
承
認
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

⑨ 

職
員
は
、
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
再
就
職
者
か
ら
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
要
求
又
は
依
頼
を
受
け
た
と
き
（
独

立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
要
求
又
は
依
頼
を
受
け
た
と
き

を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
就
職
等
監
察
官
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
違
反
行
為
の
疑
い
に
係
る
任
命
権
者
の
報
告
） 

第
百
六
条
の
十
六 

任
命
権
者
は
、
職
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
に
再
就
職
等
規
制
違
反
行
為
（
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る

行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
つ
た
疑
い
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
任
命
権
者
に
よ
る
調
査
） 



3 

 

第
百
六
条
の
十
七 

任
命
権
者
は
、
職
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
に
再
就
職
等
規
制
違
反
行
為
を
行
つ
た
疑
い
が
あ
る
と
思
料
し
て
当
該
再
就
職
等
規
制
違
反
行

為
に
関
し
て
調
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
会
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 

委
員
会
は
、
任
命
権
者
が
行
う
前
項
の
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
、
報
告
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

③ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
調
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
委
員
会
に
対
し
、
当
該
調
査
の
結
果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
任
命
権
者
に
対
す
る
調
査
の
要
求
等
） 

第
百
六
条
の
十
八 

委
員
会
は
、
第
百
六
条
の
四
第
九
項
の
届
出
、
第
百
六
条
の
十
六
の
報
告
又
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
職
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
に
再
就

職
等
規
制
違
反
行
為
を
行
つ
た
疑
い
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
任
命
権
者
に
対
し
、
当
該
再
就
職
等
規
制
違
反
行
為
に
関
す
る
調
査
を
行
う
よ
う
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

② 

（
略
） 

（
共
同
調
査
） 

第
百
六
条
の
十
九 

委
員
会
は
、
第
百
六
条
の
十
七
第
二
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
再
就
職
等
規
制
違
反
行
為
に
関
し
、
監
察
官
に
任
命
権
者
と
共
同
し
て
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
勧
告
） 

第
百
六
条
の
二
十
一 

委
員
会
は
、
第
百
六
条
の
十
七
第
三
項
（
第
百
六
条
の
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果

の
報
告
に
照
ら
し
、
又
は
第
百
六
条
の
十
九
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
察
官
に
調
査
を
行
わ
せ
た
結
果
、
任
命
権
者
に
お
い
て
懲
戒
処
分
そ
の

他
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
任
命
権
者
に
対
し
、
当
該
措
置
を
行
う
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
勧
告
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
対
し
、
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

委
員
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
切
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
措
置
に
つ
い
て
、
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

（
委
員
会
に
よ
る
調
査
） 

第
百
六
条
の
二
十 

委
員
会
は
、
第
百
六
条
の
四
第
九
項
の
届
出
、
第
百
六
条
の
十
六
の
報
告
又
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
職
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
に
再
就

職
等
規
制
違
反
行
為
を
行
つ
た
疑
い
が
あ
る
と
思
料
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
再
就
職
等
規
制
違
反
行
為
に
関
す
る

調
査
の
開
始
を
決
定
し
、
監
察
官
に
当
該
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

（
略
） 
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③ 
委
員
会
は
、
第
一
項
の
調
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
任
命
権
者
に
対
し
、
当
該
調
査
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
（
抄
） 

 
 

附 

則
（
抄
） 

（
営
利
企
業
へ
の
再
就
職
の
暫
定
的
規
制
） 

第
四
条 

施
行
日
か
ら
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
職
員
（
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
経
過
し
て
い
な
い
者
を
含
む
。
）
は
、
離
職
前
の
在
職
機
関
（
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
、
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
郵

政
公
社
又
は
都
道
府
県
警
察
を
い
う
。
）
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
営
利
企
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
い
て
は
な

ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
は
、
同
項
に
規
定
す
る
職
員
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
し
、
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
が
次
に
掲

げ
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
離
職
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

一 

常
時
勤
務
を
要
し
な
い
官
職
を
占
め
る
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

二 

臨
時
的
職
員 

三 

条
件
付
採
用
期
間
中
の
職
員 

３ 

第
一
項
の
規
定
は
、
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
に
規
定
す
る
交
流
採
用
職
員
が
離
職
後
同
条
に
規
定
す
る
交
流
元
企
業

の
地
位
に
就
く
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
は
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政

法
人
そ
の
他
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
そ
の
業
務
が
国
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
退
職

手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
含
む
。
）
に
関
す
る
規
程
に
お
い
て
、
職
員
が
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
当
該

法
人
の
役
員
又
は
当
該
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
っ
た
場
合
に
、
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
法
人
の
役
員
又
は
当
該
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
し
て

の
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
法
人
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
退
職
手
当
通
算
法
人
」
と
い
う
。
）
の
役
員
又
は
退
職
手
当
通
算
法

人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
る
た
め
退
職
す
る
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
手
当
通
算
法
人
に
在
職
し
た
後
、
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
引
き
続
い
て
選
考
に
よ

る
採
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 
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５ 
第
一
項
の
規
定
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
が
所
轄
庁
の
長
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
（
当
該
職
員
が
既
に
離

職
し
て
い
る
場
合
に
は
、
離
職
時
の
所
轄
庁
の
長
又
は
離
職
時
に
勤
務
し
て
い
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
）
の
申
出
に
よ
り
内
閣
の
承
認
を
得
た
場
合
に
は
、

適
用
し
な
い
。 

６ 

内
閣
は
、
前
項
の
承
認
の
申
出
が
、
公
務
の
公
正
性
の
確
保
の
た
め
の
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
と
認
め
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
同
項

の
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

７ 

内
閣
は
、
職
員
が
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
営
利
企
業
の
役
員
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合
を
除
き
、
離
職
前
五
年
間
に
管

理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官
職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
在
職
し
た
期
間
の
な
い
職
員
に
つ
い
て
の
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
権
限
を
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
所
轄
庁
の
長
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
（
当
該
職
員
が
既
に
離
職
し
て
い
る
場
合

に
は
、
離
職
時
の
所
轄
庁
の
長
又
は
離
職
時
に
勤
務
し
て
い
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
）
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
営
利
企
業
の
地
位
に
就
い
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

９ 

施
行
日
か
ら
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
し
た
同
項
に
規
定
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
日
後
も
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
他
の
役
職
員
に
つ
い
て
の
依
頼
等
の
規
制
の
特
例
） 

第
五
条 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
公
務
の
公
正
性
の
確
保
を
図
り
つ
つ
職
員
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
役
職
員
」
と
い
う
。
）
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助
を
行
う
た
め
の
基
準
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め

る
手
続
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
得
て
、
職
員
が
当
該
承
認
に
係
る
他
の
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
当
該
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
（
営
利

企
業
及
び
営
利
企
業
以
外
の
法
人
（
国
、
国
際
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
特
定
独
立
行
政
法
人
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
子
法
人
（
当
該
営
利
企
業

等
に
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
（
株
主
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。
）
を
支
配
さ
れ
て
い
る
法
人
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
当
該
営
利
企
業
等
に
対
し
、
当
該
役
職
員
若
し
く
は
役
職
員

で
あ
っ
た
者
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
若
し
く
は
当
該
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
、
又
は
当
該
営
利
企
業
等
若
し
く
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に

就
く
こ
と
を
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
す
る
と
き
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
法
」
と
い
う
。
）
第

百
六
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
が
承
認
す
る
権
限
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。 
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３ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
再
就
職
等
監
察
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

委
員
会
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
行
う
承
認
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
再
就
職
等
監
察
官
が
行

う
承
認
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
不
服
申
立
て
は
、
委
員
会
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
条 

前
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
管
理
職
職
員
（
改
正
後
の
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
管
理
職
職
員
を
い
う
。
）
が
当
該
承
認
に
係
る
営

利
企
業
等
の
地
位
に
就
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
離
職
時
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
都
道
府

県
警
察
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
離
職
後
二
年
間
（
そ
の
者
が
当
該
営
利
企
業

等
の
地
位
に
就
い
て
い
る
間
に
限
る
。
）
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

そ
の
者
の
氏
名 

二 

在
職
機
関
が
当
該
営
利
企
業
等
に
対
し
て
交
付
し
た
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七

十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
を
い
う
。
）
の
総
額 

三 

在
職
機
関
と
当
該
営
利
企
業
等
と
の
間
の
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
の
総
額 

四 

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項 

（
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
へ
の
準
用
） 

第
十
条 

附
則
第
四
条
（
第
三
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
前
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
特
定
独

立
行
政
法
人
の
役
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
役
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則

第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
職
員
は
、
同
項
に
規

定
す
る
職
員
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
し
、
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
が
次
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
離
職
し
た
も
の
と
み
な
す
」

と
あ
る
の
は
「
常
勤
の
役
員
が
非
常
勤
の
役
員
と
な
っ
た
場
合
に
は
離
職
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
し
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
の
在
職
は
、
役
員
の
離

職
前
の
在
職
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
」
と
、
同
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
一
項
の
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
選
考
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
所
轄
庁
の
長
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
特

定
独
立
行
政
法
人
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
」
と
、
「
離
職
時
の
所
轄
庁
の
長
又
は
離
職
時
に
勤
務
し
て
い
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
役
員
の
任
命
権
者
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
役
員
の
任
命
権
者
」
と
、
附
則
第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
条
に
お
い

て
準
用
す
る
前
条
第
一
項
」
と
、
同
項
、
附
則
第
七
条
及
び
第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政

法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
の
」
と
、
附
則
第
七
条
中
「
同
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
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後
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
第
百
十
二
条
第
一
号
」
と
、
同

条
第
一
号
中
「
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
手
当
通
算
予
定
役
員
」
と
、
「
選
考
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
」
と
、
前
条
第
一

項
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
」
と
、
同
項
及
び
同
条

第
二
項
中
「
第
百
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
承
認
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
承
認
」
と
、
「
附
則
第
四
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
附
則
第
四
条
第
五
項
」
と
、
附
則
第
十
二
条
第
二
項
中
「
国
家

公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必

要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
等
へ
の
準
用
） 

第
十
一
条 

附
則
第
四
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
八
条
（
第
六
項
を
除
く
。
）
及
び
第
九
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
並
び
に
次
条
の

規
定
は
、
裁
判
官
及
び
裁
判
官
の
秘
書
官
以
外
の
裁
判
所
職
員
並
び
に
当
該
裁
判
所
職
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
（
附
則
第
六
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
」
と
、
「
内
閣
」
、
「
内
閣
総
理
大
臣
」
又
は
「
人
事

院
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
」
と
、
附
則
第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
国
家
公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
二
百
九
十
九
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七
項
中
「
所
轄
庁
の
長
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
特
定
独
立
行
政

法
人
の
長
」
と
あ
り
、
及
び
「
所
轄
庁
の
長
又
は
離
職
時
に
勤
務
し
て
い
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
」
と
あ
り
、
並
び
に
附
則
第
八
条
第
二
項
中
「
所
轄
庁

の
長
（
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
改
正
後
の
法
第
七
十
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
評
価
を
行
う
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
」
と
、
附
則
第
五
条
第

一
項
及
び
第
七
条
並
び
に
次
条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す

る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
」
と
、
附
則
第
五
条
第
二
項
中
「
再
就
職
等
監
視
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
職
員
再
就
職
等
監
視

委
員
会
」
と
、
附
則
第
六
条
中
「
そ
の
者
が
離
職
時
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
都
道
府
県
警
察
」

と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
裁
判
所
」
と
、
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
」
と
、
附
則
第

八
条
第
一
項
中
「
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て

準
用
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
機
関
（
職
員
が
現
に
任
命
さ
れ
て
い
る
官
職
の
置
か
れ
る
機
関
が
国
家

行
政
組
織
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
等
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
同
種
の
機
関
）
」
と
あ
る
の
は
「
機
関
」
と
、
附
則
第
九
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条
第
一
項
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
国
家
公
務
員
法
」
と
、
次
条
第
二
項
中
「
国
家
公
務
員
法
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

○
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
（
抄
） 

（
役
員
の
服
務
） 

第
五
十
四
条 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
及
び
第
六
十
九
条
に
お
い
て
単
に
「
役
員
」
と
い
う
。
）
は
、
職
務
上
知
る

こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
八
条
の
四
及
び
次
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
権
限
の
委
任
を
受
け
た
再
就
職
等
監
視
委
員
会
で
扱
わ
れ
る
調
査
の
際
に
求
め
ら
れ
る
情
報
に
関
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

役
員
は
、
前
項
の
調
査
に
際
し
て
再
就
職
等
監
視
委
員
会
か
ら
陳
述
し
、
又
は
証
言
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
こ
れ

を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

（
略
） 

（
役
員
の
退
職
管
理
） 

第
五
十
四
条
の
二 

国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
四
、
第
十
八
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
の
六
、
第
百
六

条
の
二
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
百
六
条
の
三
、
第
百
六
条
の
四
及
び
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に

係
る
罰
則
を
含
む
。
）
、
同
法
第
百
九
条
（
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
役
員
又
は
役
員
で
あ
っ

た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
職
員
の
能
率
、
厚
生
、
服
務
、
退
職
管
理
等
に
関
す
る
事
務
（
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
院
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
事
務
」
と
、
同
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
及

び
第
百
六
条
の
十
六
中
「
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四 

ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四
ま
で
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
六
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
百
六
条
の
四
第
二
項
中
「
前

項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
項
、

第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
百
六
条
の
四
第
一
項
並
び
に
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
手
当
通

算
予
定
役
員
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
四
項
に



9 

 

規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
予
定
役
員
を
同
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
次
項
」
と
、

同
条
第
三
項
及
び
同
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
前
項
第
二
号
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
第
四
項
中
「
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
二
項
第
二
号
」
と
、
「
選
考
に
よ
る
採
用
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
前
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
独

立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
四
項
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行

政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
三
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
前
各
項
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
十
二
中
「
第
百
六
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
六
条
の
十
六
」
と
、
同
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
三
項
中
「
当
該
届
出
を
行
つ
た
職
員
が
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官
職
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
る
職
員
（
以
下
「
管
理
職
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
」
と
あ
る
の
は
「
速
や
か
に
」
と
、
同
法
第
百
六

条
の
二
十
四
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
百
九
条

第
十
八
号
中
「
第
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
再
就
職
者
か
ら
要
求
又
は
依
頼
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
再
就

職
者
か
ら
要
求
又
は
依
頼
（
第
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
」
と
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
号
中
「
第
百
六
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
条
の
二
第
一
項
」
と
、
同
法
第
百
十
三
条
第
一
号
中
「
第
百
六
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
第

百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
調
査
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
証
人
を
喚
問
し
、
又
は
調
査

す
べ
き
事
項
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
調
査
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
調
査
の
対

象
で
あ
る
役
員
若
し
く
は
役
員
で
あ
っ
た
者
に
出
頭
を
求
め
て
質
問
し
、
又
は
当
該
役
員
の
勤
務
す
る
場
所
（
役
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
場
所
を
含
む
。
）

に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
必
要
な
物
件
を
検
査
し
、
若
し
く
は
関
係
人
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 
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６ 
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
再
就
職
等
監
視
委
員
会
に
委
任
す
る
。 

 

○
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
（
抄
） 

（
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
） 

第
八
条 

法
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
務
の
公
正
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

法
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
承
認
（
以
下
「
求
職
の
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
し
た
職
員
が
当
該
申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
と
の
間
で

職
務
と
し
て
携
わ
る
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
職
員
の
行
う
職
務
を
規
律
す
る
関
係
法
令
の
規
定
及
び
そ
の
運
用
状
況
に
照
ら
し

て
当
該
職
員
の
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

二 

利
害
関
係
企
業
等
が
求
職
の
承
認
の
申
請
を
し
た
職
員
の
有
す
る
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る
当
該
利
害
関
係
企
業
等
又
は
そ
の
子
法

人
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
当
該
職
員
に
依
頼
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
当
該
地
位
に
就
こ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
職
員
が
当
該
利
害
関
係
企

業
等
に
対
し
、
現
に
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
及
び
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
（
当
該
検
査
等
を
す
る
事
務
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
）
そ
の
他
当
該
利
害
関
係
企
業
等
が
当
該
職
員
と
特
に
密
接
な
利
害
関
係
に
あ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
） 

三 

職
員
が
利
害
関
係
企
業
等
を
経
営
す
る
親
族
か
ら
の
要
請
に
応
じ
、
当
該
利
害
関
係
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
場
合
（
当
該
職
員
が
当
該

利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
、
現
に
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
及
び
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
（
当
該
検
査
等
を
す
る
事
務
が
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
利
害
関
係
企
業
等
が
当
該
職
員
と
特
に
密
接
な
利
害
関
係
に
あ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
） 

四 

利
害
関
係
企
業
等
の
地
位
に
就
く
者
が
一
般
に
募
集
さ
れ
、
そ
の
応
募
者
が
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
に
よ
り
選
考
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
応
募
者
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合 

２ 

職
員
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
求
職
の
承
認
を
得
た
後
、
当
該
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
、

求
職
の
承
認
を
し
た
再
就
職
等
監
視
委
員
会
（
求
職
の
承
認
の
権
限
が
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
就
職
等
監
察
官
（
以
下
「
監
察
官
」
と
い
う
。
）
に

委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
察
官
。
次
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
求
職
の
承
認
の
手
続
） 

第
九
条 

求
職
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
職
員
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
委
員
会
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 
氏
名 

二 
生
年
月
日 

三 

官
職 

四 

当
該
求
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
の
名
称 

五 

当
該
求
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
の
業
務
内
容 

六 

職
務
と
当
該
求
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
と
の
関
係 

七 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

（
求
職
の
承
認
の
附
帯
条
件
） 

第
十
条 

委
員
会
等
は
、
求
職
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
求
職
の

承
認
に
際
し
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

２ 

委
員
会
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
求
職
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
求
職
の
承
認
の
権
限
の
委
任
） 

第
十
一
条 

再
就
職
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
百
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
承
認
の
権
限
の
う
ち
、
法
第

百
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
た
こ
と
の
な
い
職
員
に
対
す
る
も
の
を
監
察
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
承
認
の
手
続
） 

第
二
十
三
条 

法
第
百
六
条
の
四
第
五
項
第
六
号
の
承
認
（
以
下
「
依
頼
等
の
承
認
」
と
い
う
。
）
を
得
よ
う
と
す
る
再
就
職
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
委
員
会
（
依
頼
等
の
承
認
の
権
限
が
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
、
監

察
官
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
察
官
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

離
職
時
の
官
職 

四 

再
就
職
者
が
現
に
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
名
称 

五 

再
就
職
者
が
現
に
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
業
務
内
容 

六 

離
職
前
五
年
間
（
再
就
職
者
が
法
第
百
六
条
の
四
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
に
就
い
て
い
た
期
間
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を
含
む
。
）
の
在
職
状
況
及
び
職
務
内
容 

七 
当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
職
員
の
官
職
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
及
び
そ
の
職
務
内
容 

八 
 

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
法
第
百
六
条
の
四
第
五
項
第
六
号
の
要
求
又
は
依
頼
の
対
象
と
な
る
契
約
等
事
務 

九 
 

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
法
第
百
六
条
の
四
第
五
項
第
六
号
の
要
求
又
は
依
頼
の
内
容 

十 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
承
認
の
権
限
の
委
任
） 

第
二
十
四
条 

委
員
会
は
、
法
第
百
六
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
承
認
の
権
限
の
う
ち
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
た
こ
と
の
な
い

再
就
職
者
に
対
す
る
も
の
を
監
察
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
届
出
の
手
続
） 

第
二
十
五
条 

法
第
百
六
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
要
求
又
は
依
頼
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
依
頼
等
」
と
い
う
。
）
を
受

け
た
後
遅
滞
な
く
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
監
察
官
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

官
職 

四 

依
頼
等
を
し
た
再
就
職
者
の
氏
名 

五 

前
号
の
再
就
職
者
が
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
名
称
及
び
当
該
営
利
企
業
等
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
の
地
位 

六 

依
頼
等
が
行
わ
れ
た
日
時 

七 

依
頼
等
の
内
容 

 

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
事
前
の
再
就
職
の
届
出
に
係
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
） 

第
三
十
二
条 

法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
（
以
下
「
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
公

益
法
人
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
補
助
金
、
委
託
費
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
給
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
金
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
に
占
め

る
第
三
者
へ
交
付
し
た
金
額
の
割
合
、
当
該
公
益
法
人
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
給
付
金
等
の
総
額
が
当
該
公
益
法
人
の
収
入
金
額
の
総
額
に
占
め
る
割
合
、

試
験
、
検
査
、
検
定
そ
の
他
の
行
政
上
の
事
務
の
当
該
公
益
法
人
へ
の
委
託
の
有
無
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
抄
） 
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（
経
過
措
置
） 

第
二
条 
法
第
百
六
条
の
二
第
三
項
及
び
改
正
法
附
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
法
人
に
は
、
当
分
の
間
、
中
部
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
株
式
会
社
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
求
職
の
承
認
の
申
請
を
し
た
職
員
が
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項

（
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
係
る
他
の
職
員
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
利
害
関

係
企
業
等
が
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
（
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
で
あ
る
と
き
は
、
第
八

条
第
一
項
中
「
該
当
し
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
場
合
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
五
条
第

一
項
（
同
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
係
る
他
の
職
員
が
、
当
該
承
認
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
の
地
位
に
就
こ
う
と
す

る
場
合
で
あ
っ
て
」
と
、
第
九
条
第
七
号
中
「
そ
の
他
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則

第
五
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
の
有
無
そ
の
他
」
と
す
る
。 

２ 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
十
号
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第
九
号
並
び
に
第

三
十
八
条
第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
求
職
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
、
「
求
職
の
承
認
及
び
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

百
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
並
び
に
同
法
附
則
第
四
条
第
五
項
の
承
認
」
と
す
る
。 

第
四
条 

第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
公
益
法
人
に
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
又
は

特
例
財
団
法
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

（
離
職
前
の
在
職
機
関
た
る
国
の
機
関
） 

第
五
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
に
置
か
れ
る
機
関
（
内
閣
府
を
除
く
。
）
、
人
事
院
、
内
閣

府
（
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
を
除
く
。
）
、
宮
内
庁
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第

二
項
に
規
定
す
る
機
関
、
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
、
会
計
検
査
院
並
び
に
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
前
の
防
衛
施
設
庁
と
す
る
。 

（
離
職
前
の
在
職
機
関
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
営
利
企
業
） 

第
六
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
離
職
前
の
在
職
機
関
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
営
利
企
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
し
、
許
認
可
等
又
は
補
助
金
等
の
交
付
に
係
る
申
請
中
の
期
間
が
あ
る
営
利
企
業 
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二 
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
許
認
可
等
（
当
該
許
認
可
等
に
よ
り
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
又
は
事
務
の
実
施
が
可

能
と
な
る
も
の
に
限
り
、
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
補
助
金
等
の
交
付
（
当
該
補
助
金
等
の

交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
若
し
く
は
事
務
の
完
了
若
し
く
は
廃
止
の
日
又
は
当
該
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
の
日
が
離
職
し
た
日
の
五

年
前
の
日
よ
り
前
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
営
利
企
業 

三 
 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
よ
る
検
査
等
、
不
利
益
処
分
又
は
行
政
指
導
で
あ
っ
て
、
第
五
号
に
規
定
す
る
捜
査
等
と
し
て
行
わ
れ
る
も

の
を
除
い
た
も
の
の
対
象
と
な
り
得
る
期
間
が
あ
る
営
利
企
業 

四 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
し
届
出
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
届
出
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
営
利
企
業

及
び
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
し
届
出
（
当
該
届
出
に
よ
り
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
又
は
事
務
の
実
施
が
可
能
と

な
る
も
の
に
限
り
、
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
営
利
企
業 

五 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
所
属
す
る
い
ず
れ
か
の
職
員
が
職
務
と
し
て
犯
罪
の
捜
査
又
は
公
訴
の
提
起
若
し
く
は
維
持
（
附
則
第
十
条

第
一
号
に
お
い
て
「
捜
査
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
犯
罪
の
捜
査
を
受
け
た
被
疑
者
又
は
当
該
公
訴
の
提
起
を
受

け
た
被
告
人
で
あ
る
営
利
企
業 

六 

離
職
前
五
年
間
に
係
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
た
だ
し
、
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
の
翌
日
の
属
す
る

年
度
に
あ
っ
て
は
同
日
か
ら
当
該
年
度
に
属
す
る
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
、
離
職
の
日
が
属
す
る
年
度
に
あ
っ
て
は
当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
離

職
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
か
の
年
度
に
お
い
て
、
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
間
の
契
約
の
総
額
が
二
千
万
円

以
上
で
あ
る
営
利
企
業 

七 

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公

社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
一
条
又
は
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
出
資
に
係
る
営
利

企
業
（
離
職
前
の
在
職
機
関
が
同
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
郵
政
公
社
（
以
下
「
旧
公
社
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
） 

 

八 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
が
法
律
若
し
く
は
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
又
は
業
務
方
法
書
そ
の
他
の
規
則
に
基
づ
い
て
共

同
研
究
（
離
職
前
の
在
職
機
関
と
営
利
企
業
が
共
同
し
て
行
う
研
究
を
い
い
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三
号
）

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
技
術
指
導
を
含
む
。
附
則
第
十
条
第
一
号
リ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
し
た
営
利
企
業 

九 

離
職
前
に
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
許
認
可
等
又
は
補
助
金
等
の
交
付
（
関
係
機
関
等
が
、
離
職
前
の
在
職
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機
関
か
ら
許
認
可
等
若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
を
受
け
て
、
又
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
協
議
若
し
く
は
離
職
前
の

在
職
機
関
か
ら
の
意
見
の
聴
取
を
経
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
申
請
中
の
期
間
が
あ
る
営
利
企
業
（
離
職
前
五
年
間
に
離
職
前
の
在
職
機
関
に
所
属

す
る
い
ず
れ
か
の
職
員
が
当
該
申
請
に
関
し
、
当
該
関
係
機
関
等
に
対
す
る
許
認
可
等
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
若
し
く
は
意
見
の
提
出
又
は
当
該
関

係
機
関
等
と
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
場
合
に
限
る
。
） 

 

イ 

前
条
に
規
定
す
る
国
の
機
関
、
特
定
独
立
行
政
法
人
、
旧
公
社
又
は
都
道
府
県
警
察
で
あ
っ
て
、
離
職
前
の
在
職
機
関
以
外
の
も
の 

ロ 

地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
警
察
を
除
く
。
） 

ハ 

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人 

ニ 

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等 

ホ 

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
独
立
行
政
法
人
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
） 

へ 

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
庁
の
認
可
を
要
す
る
法
人 

ト 

行
政
庁
が
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
、
検
査
、
検
定
、
登
録
そ
の
他
の
行
政
上
の
事
務
に
つ
い
て
当
該
法
律
に
基
づ
き
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ

せ
る
者
を
指
定
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
指
定
を
受
け
た
者 

十 

離
職
前
五
年
間
に
関
係
機
関
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
検
査
等
、
不
利
益
処
分
又
は
行
政
指
導
（
当
該
関
係
機
関
等
が
、
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
許
認
可
等

若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
を
受
け
て
、
又
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
協
議
若
し
く
は
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
の
意

見
の
聴
取
を
経
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
対
象
と
な
り
得
る
期
間
が
あ
る
営
利
企
業 

十
一 

離
職
前
五
年
間
に
係
る
年
度
の
い
ず
れ
か
の
年
度
に
お
い
て
、
関
係
機
関
等
と
締
結
し
た
契
約
（
当
該
関
係
機
関
等
が
、
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
許

認
可
等
若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
を
受
け
て
、
又
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
協
議
若
し
く
は
離
職
前
の
在
職
機
関
か

ら
の
意
見
の
聴
取
を
経
て
締
結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
が
二
千
万
円
以
上
で
あ
る
営
利
企
業 

十
二 

関
係
機
関
等
が
行
う
出
資
（
当
該
関
係
機
関
等
が
、
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
許
認
可
等
若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
を
受
け
て
、
又
は
法

令
の
規
定
に
基
づ
く
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
協
議
若
し
く
は
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
の
意
見
の
聴
取
を
経
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
営
利
企
業 

十
三 

前
各
号
に
該
当
す
る
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
の
子
法
人
（
一
の
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
が
株
主
等
（
株
主
若
し
く
は
社
員
又
は
発
起
人
そ
の
他
の
法
人

の
設
立
者
を
い
う
。
）
の
議
決
権
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
を
い
い
、
一
の
法
人
で
あ
る
営
利
企

業
及
び
そ
の
子
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
又
は
一
の
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
の
子
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
が
株
主
等
の
議
決
権
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
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え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
は
、
当
該
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
の
子
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
と
み
な
す
。
） 

（
退
職
手
当
通
算
法
人
） 

第
七
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。 

一 

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社 

二 
 

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫 

三 
 

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行 

四 

阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社 

五 

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社 

六 

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社 

七 

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社 

八 

日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社 

九 

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社 

十 

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

十
一 

四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

十
二 

九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

十
三 

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社 

十
四 

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社 

十
五 

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社 

十
六 

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社 

十
七 

 

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社 

十
八 

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社 

十
九 

西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社 

二
十 

日
本
郵
政
株
式
会
社 

二
十
一 

郵
便
事
業
株
式
会
社 
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二
十
二 

郵
便
局
株
式
会
社 

二
十
三 

 
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫 

二
十
四 
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社 

（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
） 

第
八
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
四
項
の
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
引
き
続
い
て
選
考
に
よ
る
採
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同

項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
る
た
め
退
職
す
る
時
に
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。 

（
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
手
続
等
） 

第
九
条 

職
員
（
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
一
条
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
改
正
法
附
則
第
四
条
第
五
項
の
承
認
（
以
下
「
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
」
と
い
う
。
）
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
職
員
の
所
轄
庁
の
長
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
（
当
該
職
員
が
既
に
離
職
し
て
い
る
場
合
に
は
、
離
職

時
の
所
轄
庁
の
長
又
は
離
職
時
に
勤
務
し
て
い
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

官
職
（
当
該
職
員
が
既
に
離
職
し
て
い
る
場
合
に
は
、
離
職
時
の
官
職
） 

四 

当
該
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
の
名
称 

五 

当
該
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
の
業
務
内
容 

六 

当
該
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
職
員
が
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
営
利
企
業
の
地
位
及
び
そ
の
業
務
内
容 

２ 

職
員
は
、
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
を
得
た
場
合
に
お
い
て
も
、
離
職
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い 

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
営
利
企

業
内
の
承
認
を
得
た
地
位
以
外
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
と
き 

は
、
改
め
て
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
五
項
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
総
理
大
臣 

が
定
め
る
。 

（
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
基
準
） 

第
十
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
務
の
公
正
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
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め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 
営
利
企
業
へ
の
就
職
（
職
員
が
、
附
則
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
く
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
次

の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

イ 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
処
分
等
（
許
認
可
等
、
補
助
金
等
の
交
付
、
検
査
等
、
不
利
益
処
分
、
行
政
指
導
又
は
届
出
の
受
理
を
い
い
、
捜
査
等

と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
就
職
予
定
営
利
企
業
（
職
員
が
そ
の
地
位
に
就
く
こ
と

を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
営
利
企
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
（
当
該
就
職
予
定
営
利
企
業
の
役
員
以
外
の
地
位

に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
の
開
始
の
届
出
そ
の
他
の
裁
量
の
余
地
の
少
な
い
処
分
等
又
は
軽
微
な
処
分
等

と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
を
そ
の
職
務
と
す
る
官
職
を
占
め
て
い
た
期
間
が
あ
る
場
合
（
当
該
事
務
が
経
理
の

検
査
の
実
施
、
特
許
権
の
設
定
の
審
査
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
当
該
就
職
予
定
営
利
企
業

に
対
す
る
当
該
処
分
等
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
の
な
い
場
合
を
除
く
。
） 

ロ 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
職
務
と
し
て
被
疑
者
又
は
被
告
人
で
あ
る
就
職
予
定
営
利
企
業
に
対
す
る
捜
査
等
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
が

あ
る
場
合 

ハ 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
て
い
た
期
間
が
あ
り
、
か
つ
、
離
職
前
の
在
職
機
関
（
当
該
期
間
に

在
職
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
が
、
当
該
期
間
に
、
処
分
等
で
あ
っ
て
、
当
該
就
職
予
定
営
利
企
業
が
そ
の
対
象
と
な
り
得
る
事
業
の
免
許
、
事
業
計

画
又
は
料
金
の
認
可
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
就
職
予
定
営
利
企
業
の
運
営
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
し
得
る
関
係
に
あ
っ
た
場
合 

ニ 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
と
ハ
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
っ
た
就
職
予
定
営
利
企
業
を
代
表
す
る
役
員
の
地
位
に
就
く
こ
と
を

承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合 

ホ 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
旧
公
社
に
お
け
る
出
資
（
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法
第
二
十
一
条
又
は
郵
政
民
営
化
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
ホ
及
び
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

関
す
る
事
務
を
そ
の
職
務
と
す
る
官
職
を
占
め
て
い
た
期
間
が
あ
り
、
か
つ
、
就
職
予
定
営
利
企
業
が
出
資
に
係
る
営
利
企
業
で
あ
る
場
合 

ヘ 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
旧
公
社
に
お
け
る
官
職
を
占
め
て
い
た
期
間
が
あ
り
、
か
つ
、
出
資
に
係
る
就
職
予
定
営
利
企
業
を
代
表
す
る
役
員
の

地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合 

 

ト 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
と
就
職
予
定
営
利
企
業
と
の
間
の
契
約
の
締
結
又
は
履
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
が
あ
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る
場
合
（
当
該
契
約
の
総
額
が
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

チ 
 

離
職
前
五
年
間
に
お
け
る
離
職
前
の
在
職
機
関
と
就
職
予
定
営
利
企
業
と
の
間
の
契
約
関
係
が
当
該
就
職
予
定
営
利
企
業
の
業
績
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
得
る
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合 

リ 
 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
就
職
予
定
営
利
企
業
と
の
間
で
行
っ
た
共
同
研
究
（
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
の
あ
る
場
合 

ヌ 

職
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
関
係
機
関
等
に
よ
る
就
職
予
定
営
利
企
業
に
対
す
る
処
分
等
（
営
利
企
業
の
役
員
以
外
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、

又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
に
規
定
す
る
裁
量
の
余
地
の
少
な
い
処
分
等
又
は
軽
微
な
処
分
等
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
を

除
く
。
）
若
し
く
は
出
資
又
は
関
係
機
関
等
と
就
職
予
定
営
利
企
業
と
の
間
の
契
約
（
当
該
契
約
の
総
額
が
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
当
該
関
係
機
関
等
に
対
す
る
許
認
可
等
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
若
し
く
は
意
見
の
提
出
又
は
関
係
機
関
等
と
の
法
令

の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
の
あ
る
場
合 

ル 

就
職
予
定
営
利
企
業
の
地
位
の
業
務
内
容
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
間
の
契
約
の
締
結
又
は
履
行
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
す
る
行
政
手
続
法

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
申
請
そ
の
他
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
す
る
折
衝
等
に
関
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合 

二 

営
利
企
業
へ
の
就
職
が
、
前
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
離
職
前
五
年
間
に
次
条
第
一
項
に
定
め
る
官

職
を
占
め
て
い
た
期
間
の
な
い
職
員
、
専
ら
研
究
若
し
く
は
教
育
に
従
事
す
る
職
員
そ
の
他
職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が
あ
る
職
員
又
は
任
期
を
定
め
て
採
用

さ
れ
た
職
員
そ
の
他
任
用
若
し
く
は
離
職
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
の
あ
る
職
員
の
営
利
企
業
へ
の
就
職
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す

る
こ
と
。 

（
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
権
限
の
委
任
） 

第
十
一
条 

改
正
法
附
則
第
四
条
第
七
項
の
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
官
職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
離
職
前
五
年
間
に
次
に
掲
げ
る
職
員

以
外
の
職
員
の
み
が
占
め
て
い
た
官
職
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
職
員 

イ 

給
与
法
別
表
第
一
イ
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
七
級
以
下
の
職
員
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
法
（
以
下
「
平
成
十
七
年
改
正
前
の
給
与

法
」
と
い
う
。
）
の
別
表
第
一
イ
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
九
級
以
下
の
職
員 

ロ 

給
与
法
別
表
第
一
ロ
行
政
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員 
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ハ 

給
与
法
別
表
第
二
専
門
行
政
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
五
級
以
下
の
職
員 

ニ 
給
与
法
別
表
第
三
税
務
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
七
級
以
下
の
職
員
及
び
平
成
十
七
年
改
正
前
の
給
与
法
別
表
第
三
税

務
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
九
級
以
下
の
職
員 

ホ 

給
与
法
別
表
第
四
イ
公
安
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
八
級
以
下
の
職
員
及
び
平
成
十
七
年
改
正
前
の
給
与
法
別

表
第
四
イ
公
安
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
九
級
以
下
の
職
員 

ヘ 
 

給
与
法
別
表
第
四
ロ
公
安
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
七
級
以
下
の
職
員
及
び
平
成
十
七
年
改
正
前
の
給
与
法
別

表
第
四
ロ
公
安
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
九
級
以
下
の
職
員 

ト 

給
与
法
別
表
第
五
イ
海
事
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
六
級
以
下
の
職
員 

チ 
 

給
与
法
別
表
第
五
ロ
海
事
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

リ 
 

給
与
法
別
表
第
六
イ
教
育
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
三
級
以
下
の
職
員
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
法
（
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正
前
の
給
与

法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
六
イ
教
育
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
四
級
以
下
の
職
員
及
び
平
成
十
六
年
改
正
前
の
給

与
法
別
表
第
六
ロ
教
育
職
俸
給
表
（
二
）
又
は
別
表
第
六
ハ
教
育
職
俸
給
表
（
三
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

ヌ 

給
与
法
別
表
第
六
ロ
教
育
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
及
び
平
成
十
六
年
改
正
前
の
給
与
法
別
表
第
六
ニ
教
育
職
俸
給
表
（
四
）
の
適
用

を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
三
級
以
下
の
職
員 

ル 

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
四
級
以
下
の
職
員 

ヲ 

給
与
法
別
表
第
八
イ
医
療
職
俸
給
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
二
級
以
下
の
職
員 

ワ 

給
与
法
別
表
第
八
ロ
医
療
職
俸
給
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
七
級
以
下
の
職
員 

カ 

給
与
法
別
表
第
八
ハ
医
療
職
俸
給
表
（
三
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

ヨ 

給
与
法
別
表
第
九
福
祉
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

タ 
 

給
与
法
別
表
第
十
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
一
級
の
職
員 

二 
 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

三 

国
有
林
野
事
業
を
行
う
国
の
経
営
す
る
企
業
に
勤
務
す
る
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
例
法
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

四 

副
検
事 



21 

 

五 
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員 

六 
旧
公
社
の
職
員 

２ 

内
閣
は
、
職
員
が
附
則
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
営
利
企
業
の
役
員
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合
を
除
き
、
離
職
前
五
年
間
に

前
項
に
規
定
す
る
官
職
を
占
め
て
い
た
期
間
の
な
い
職
員
（
離
職
前
五
年
間
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
が
あ
る
者
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
の
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
権
限
を
当
該
職
員
の
所
轄
庁
の
長
又
は
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
（
当
該
職
員
が

既
に
離
職
し
て
い
る
場
合
に
は
、
離
職
時
の
所
轄
庁
の
長
又
は
離
職
時
に
勤
務
し
て
い
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
）
に
委
任
す
る
。 

３ 
 

内
閣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
（
第
五
項
に
お
い
て
「
委
任
を

受
け
た
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
営
利
企
業
へ
の
就
職
に
関
す
る
事
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
及
び
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

内
閣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
内
閣
総
理
大
臣
に
委
任
す
る
。 

５ 

内
閣
は
、
委
任
を
受
け
た
者
の
行
っ
た
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
が
、
前
条
の
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。 

（
離
職
後
の
就
職
の
援
助
を
行
う
た
め
の
基
準
） 

第
十
二
条 

改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
務
の
公
正
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

営
利
企
業
等
が
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
当
該
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
で
あ
っ
て
、
当
該
者
の
有
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験

を
必
要
と
す
る
も
の
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
職
員
に
対
し
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

イ
の
依
頼
に
係
る
営
利
企
業
等
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

（
１
） 

改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
「
就
職
の
援
助
の
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
が
在
職
し
て
い
る
行
政
機
関

等
（
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
国
の
機
関
、
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
都
道
府
県
警
察
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た

者
が
離
職
時
に
在
職
し
て
い
た
行
政
機
関
等
と
の
間
で
当
該
申
請
前
五
年
間
に
締
結
し
た
契
約
の
う
ち
、
そ
の
会
計
経
理
に
関
し
、
入
札
又
は
契
約
の

適
正
な
執
行
の
確
保
に
関
す
る
事
務
を
行
う
機
関
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
法
令
若
し
く
は
予
算
に
違
反
し
、
又
は
不
当
と
認
め
ら

れ
た
事
項
（
当
該
行
政
機
関
等
及
び
当
該
営
利
企
業
等
の
一
方
又
は
双
方
に
よ
り
組
織
的
に
行
わ
れ
た
犯
罪
そ
の
他
の
不
正
な
行
為
に
起
因
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
事
項
に
関
す
る
是
正
又
は
改
善
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
も
の
を
締
結
し
た
営
利
企
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業
等 

（
２
） 

就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
の
う
ち
他
の
職
員
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
職
員
の
利
害
関
係
企
業
等
（
第
八

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

（
３
） 
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
の
う
ち
特
定
独
立
行
政
法
人
の
他
の
役
員
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人

の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
九
十
号
。
以
下
「
役
員
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
当
該
他
の
役
員
の

利
害
関
係
企
業
等
（
役
員
政
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

ハ 

就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
て
行
お
う
と
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
が
、
役
職
員
の
離
職
に
際
し
て
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助

に
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
の
依
頼
に
応
ず
る
た
め
、
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
同
項
に
規
定

す
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

営
利
企
業
等
が
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
当
該
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
で
あ
っ
て
、
当
該
者
の
有
す
る
高
度
の
専
門
的
な
知

識
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
職
員
に
対
し
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
依
頼
し
て
い

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
（
以
下
「
特
定
役
職
員
等
」
と
い
う
。
）

で
あ
っ
て
、
当
該
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
も
の
を
当
該
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
特
定
役
職
員
等
が
当

該
営
利
企
業
等
に
対
し
、
現
に
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
及
び
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
（
当
該
検
査
等
を
す
る
事
務
が
第
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は

役
員
政
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
営
利
企
業
等
が
当
該
特
定
役
職
員
等
と
特
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
場
合
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

ロ 

就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
て
行
お
う
と
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
が
、
役
職
員
の
離
職
に
際
し
て
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助

に
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
の
依
頼
に
応
ず
る
た
め
、
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
同
項
に
規
定

す
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
職
員
が
法
第
七
十
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

２ 

職
員
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
適
合
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
た
後
、
当
該
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

直
ち
に
、
就
職
の
援
助
の
承
認
を
し
た
委
員
会
（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
権
限
が
、
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
監
察
官
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
監
察
官
。
以
下
「
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
就
職
の
援
助
の
承
認
後
の
通
知
義
務
） 

第
十
三
条 
職
員
は
、
就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
て
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、 

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
就
職
の
援

助
の
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
を
受
け
た
旨 

二 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
を
し
た
委
員
会
等
の
名
称
又
は
氏
名
及
び
連
絡
先 

三 
 

特
定
役
職
員
等
を
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
か
否
か
は
、
当
該
営
利
企
業
等
が
任
意
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
営
利

企
業
等
は
、
当
該
特
定
役
職
員
等
を
当
該
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ

と
は
な
い
こ
と
。 

（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
手
続
） 

第
十
四
条 

就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
職
員
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当

該
就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
行
為
が
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
関
す
る
情
報
の
提
供

の
依
頼
の
み
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
）
を
記
載
し
た
申
請
書
に
内
閣
府
令

で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
委
員
会
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

官
職 

四 

特
定
役
職
員
等
の
氏
名 

五 

特
定
役
職
員
等
の
生
年
月
日 

六 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
の
官
職
若
し
く
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
又
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
の
離
職
時

の
官
職
若
し
く
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職 

七 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
等
の
名
称 

八 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
等
の
業
務
内
容 

九 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
の
職
務
と
当
該
営
利
企
業
等
と
の
関
係 

十 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
が
在
職
し
て
い
る
行
政
機
関
等
又
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
が
離
職
時
に
在
職
し
て
い
た
行
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政
機
関
等
と
当
該
営
利
企
業
等
と
の
関
係 

十
一 
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
附
帯
条
件
） 

第
十
五
条 

委
員
会
等
は
、
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
就
職
の
援
助
の
承
認
に
際
し
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
就
職
の
援
助
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
子
法
人
） 

第
十
六
条 

改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
第
一
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
権
限
の
委
任
） 

第
十
七
条 

委
員
会
は
、
改
正
法
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
承
認
の
権
限
の
う
ち
、
法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
た

こ
と
が
な
い
他
の
役
職
員
又
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
も
の
を
監
察
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
在
職
機
関
た
る
国
の
機
関
） 

第
十
八
条 

改
正
法
附
則
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
は
、
第
十
六
条
第
一
項
（
第
二
十
号
を
除
く
。
）
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
在
職
機
関
に
よ
る
公
表
） 

第
十
九
条 

改
正
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
毎
会
計
年
度
又
は
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
四
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
行
う
場
合
に
お
け
る
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
額
は
、
管
理
職
職
員
の
離
職
し
た
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
度

か
ら
そ
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
総
額
と
す
る
。 

（
在
職
機
関
の
公
表
事
項
） 

第
二
十
条 

改
正
法
附
則
第
六
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
九 

（
略
） 

（
委
員
長
等
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
経
過
措
置
） 

第
二
十
一
条 

改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
委
員
会
の
委
員
長
及
び
二
名
以
上
の
委
員
が
最
初
に
任
命
さ
れ
て
法
第
十
八
条
の
四
、
第
百
六
条
の
三
第
三
項
及
び
第

四
項
、
第
百
六
条
の
四
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
百
六
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ

れ
る
に
至
る
ま
で
の
間
、
法
第
百
条
第
五
項
、
第
百
六
条
の
三
第
五
項
、
第
百
六
条
の
四
第
八
項
及
び
第
九
項
、
第
百
六
条
の
十
六
、
第
百
六
条
の
十
七
、
第
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百
六
条
の
十
八
第
一
項
、
第
百
六
条
の
十
九
、
第
百
六
条
の
二
十
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
六
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
、
改
正
法
附

則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
並
び
に
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
、
附
則
第
十
二
条
第
二
項
、
附
則
第
十
三
条
第
二
号
、

附
則
第
十
四
条
及
び
附
則
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
条
第
五
項
中
「
第
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
権
限
の
委
任
を
受
け
た
再
就
職
等

監
視
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
」
と
、
「
「
再
就
職
等
監
視
委
員

会
」
と
あ
る
の
は
「
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
法
第
百
六
条
の
三
第
五
項
中
「
再
就
職
等
監
視
委
員
会
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ

き
行
う
承
認
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
再
就
職
等
監
察
官
が
行
う
承
認
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
が
第
二
項
第

四
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
承
認
」
と
、
「
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
、
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
法
第
百
六
条
の
四
第
八
項
中
「
再
就
職
等
監

視
委
員
会
が
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
行
う
承
認
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
再
就
職
等
監
察
官
が
行

う
承
認
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
が
第
五
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
承
認
」
と
、
「
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
、
内

閣
総
理
大
臣
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
再
就
職
等
監
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
法
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
十
九
ま
で
の
規
定

中
「
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
同
条
中
「
監
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
指
名
す
る
者
」
と
、
法
第
百
六
条
の
二
十
（
見
出
し
を
含
む
。）

中
「
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
監
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
指
名
す
る
者
」
と
、
法
第
百
六
条
の
二
十
一
第
一
項

及
び
第
二
項
中
「
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
監
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
指
名
す
る
者
」
と
、
改
正
法
附
則
第
五

条
第
四
項
中
「
委
員
会
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
行
う
承
認
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
権
限
に
基
づ
き
再
就
職
等

監
察
官
が
行
う
承
認
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
承
認
」
と
、
「
、
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
、
内
閣
総
理
大

臣
」
と
、
第
八
条
第
二
項
中
「
求
職
の
承
認
を
し
た
再
就
職
等
監
視
委
員
会
（
求
職
の
承
認
の
権
限
が
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
就
職
等
監
察
官
（
以

下
「
監
察
官
」
と
い
う
。
）
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
察
官
。
次
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
第
九
条

及
び
第
十
条
中
「
委
員
会
等
」
と
あ
り
、
第
二
十
三
条
中
「
委
員
会
（
依
頼
等
の
承
認
の
権
限
が
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
、
監
察
官
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
監
察
官
）
」
と
あ
り
、
第
二
十
五
条
中
「
監
察
官
」
と
あ
り
、
附
則
第
十
二
条
第
二
項
中
「
就
職
の
援
助
の
承
認
を
し
た
委
員
会
（
就
職
の
援

助
の
承
認
の
権
限
が
、
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
監
察
官
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
察
官
。
以
下
「
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ

り
、
並
び
に
附
則
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
中
「
委
員
会
等
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
附
則
第
十
三
条
第
二
号
中
「
委
員
会
等
の
名
称
又
は
氏

名
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
者
及
び
そ
の
」
と
し
、
第
十
一
条
、
第
二
十
四
条
及
び
附
則
第
十
七
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
、
改
正
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
内
閣
総
理

大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
承
認
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
委
員
会
の
委
員
長
及
び
二
名
以
上
の
委
員
が
最
初
に
任
命
さ
れ
た
時
以
後
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
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定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
相
当
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
若
し
く
は
監
察
官
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
委
員
会
若
し
く
は
監
察
官
に

対
し
て
さ
れ
た
承
認
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

 

 

○
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
九
十
号
）
（
抄
） 

 

（
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
） 

第
三
条 

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場

合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
務
の
公
正
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
承
認
（
以
下
「
求
職
の
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
当
該

申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
と
の
間
で
職
務
と
し
て
携
わ
る
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
行
う
職
務

を
規
律
す
る
関
係
法
令
の
規
定
及
び
そ
の
運
用
状
況
に
照
ら
し
て
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

二 

利
害
関
係
企
業
等
が
求
職
の
承
認
の
申
請
を
し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
有
す
る
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る
当
該
利
害
関
係

企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
に
依
頼
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員

が
当
該
地
位
に
就
こ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
当
該
利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
、
現
に
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
及
び
行
お

う
と
し
て
い
る
場
合
（
当
該
検
査
等
を
す
る
事
務
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
利
害
関
係
企
業
等
が
当
該
特
定
独
立

行
政
法
人
の
役
員
と
特
に
密
接
な
利
害
関
係
に
あ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
） 

 

三 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
利
害
関
係
企
業
等
を
経
営
す
る
親
族
か
ら
の
要
請
に
応
じ
、
当
該
利
害
関
係
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
く
場

合
（
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
当
該
利
害
関
係
企
業
等
に
対
し
、
現
に
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
及
び
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
（
当
該
検
査

等
を
す
る
事
務
が
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
利
害
関
係
企
業
等
が
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
特
に
密
接

な
利
害
関
係
に
あ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
） 

四 

利
害
関
係
企
業
等
の
地
位
に
就
く
者
が
一
般
に
募
集
さ
れ
、
そ
の
応
募
者
が
公
正
か
つ
適
正
な
手
続
に
よ
り
選
考
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
応
募
者
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合 

２ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
求
職
の
承
認
を
得
た
後
、
当
該
場
合
に
該
当
し
な
く
な

っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
求
職
の
承
認
を
し
た
再
就
職
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
求
職
の
承
認
の
手
続
） 
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第
四
条 

求
職
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職 

四 

当
該
求
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
の
名
称 

五 

当
該
求
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
の
業
務
内
容 

六 

職
務
と
当
該
求
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
と
の
関
係 

七 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

 

（
求
職
の
承
認
の
附
帯
条
件
） 

第
五
条 

委
員
会
は
、
求
職
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
求
職
の
承

認
に
際
し
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
求
職
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
承
認
の
手
続
） 

第
十
一
条 

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
五
項
第
六
号
の
承
認
（
以
下
「
依
頼
等
の
承
認
」
と
い
う
。
）
を
得
よ
う
と
す
る
再
就
職
者
は
、
内
閣
府
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

離
職
時
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職 

四 

再
就
職
者
が
現
に
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
名
称 

五 

再
就
職
者
が
現
に
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
業
務
内
容 

六 

離
職
前
五
年
間
（
再
就
職
者
が
準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
て
い
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
に
就
い
て
い
た

期
間
を
含
む
。
）
の
在
職
状
況
及
び
職
務
内
容 

七 

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
職
員
の
官
職
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
及
び
そ
の
職
務
内
容 
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八 
 

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
五
項
第
六
号
の
要
求
又
は
依
頼
の
対
象
と
な
る
契
約
等
事
務 

九 
 

当
該
依
頼
等
の
承
認
の
申
請
に
係
る
準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
五
項
第
六
号
の
要
求
又
は
依
頼
の
内
容 

十 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
届
出
の
手
続
） 

第
十
二
条 

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
要
求
又
は
依
頼
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
依
頼
等
」
と

い
う
。
）
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
再
就
職
等
監
察
官
（
以
下
「
監
察
官
」
と
い

う
。
）
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職 

四 

依
頼
等
を
し
た
再
就
職
者
の
氏
名 

五 

前
号
の
再
就
職
者
が
そ
の
地
位
に
就
い
て
い
る
営
利
企
業
等
の
名
称
及
び
当
該
営
利
企
業
等
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
の
地
位 

六 

依
頼
等
が
行
わ
れ
た
日
時 

七 

依
頼
等
の
内
容 

 

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
事
前
の
再
就
職
の
届
出
に
係
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
） 

第
十
八
条 

準
用
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
（
以
下
「
公
益
法
人
」
と
い
う
。
）

は
、
当
該
公
益
法
人
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
補
助
金
、
委
託
費
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
給
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
金
等
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
に
占
め
る
第
三
者
へ
交
付
し
た
金
額
の
割
合
、
当
該
公
益
法
人
が
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
給
付
金
等
の
総
額
が
当
該
公
益
法
人
の
収
入
金
額
の
総
額
に
占

め
る
割
合
、
試
験
、
検
査
、
検
定
そ
の
他
の
行
政
上
の
事
務
の
当
該
公
益
法
人
へ
の
委
託
の
有
無
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

附 

則 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
求
職
の
承
認
の
申
請
を

し
た
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
（
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
係
る
他
の
役
員
で
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あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
が
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
（
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
該
当
し
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
場
合
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
係
る
他
の
役
員

が
、
当
該
承
認
に
係
る
利
害
関
係
企
業
等
の
地
位
に
就
こ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
」
と
、
第
四
条
第
七
号
中
「
そ
の
他
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
の
有
無

そ
の
他
」
と
す
る
。 

２ 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
三
条
第
四
項
第
十
号
、

第
二
十
一
条
第
二
項
第
九
号
並
び
に
第
二
十
三
条
第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
求
職
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
、
「
求
職
の
承
認
及
び
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
並
び
に
同
法
附
則

第
四
条
第
五
項
の
承
認
」
と
す
る
。 

（
離
職
前
の
在
職
機
関
た
る
国
の
機
関
） 

第
四
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
に
置
か
れ
る
機

関
（
内
閣
府
を
除
く
。
）
、
人
事
院
、
内
閣
府
（
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規

定
す
る
機
関
を
除
く
。
）
、
宮
内
庁
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
、
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

機
関
、
会
計
検
査
院
並
び
に
防
衛
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
前
の
防
衛
施
設
庁
と
す
る
。 

 

（
離
職
前
の
在
職
機
関
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
営
利
企
業
） 

第
五
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
離
職
前
の
在
職
機
関
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
営
利
企
業
と
し
て
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
し
、
許
認
可
等
又
は
補
助
金
等
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
二
条
の
二
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
が
支
出
す
る
補
助
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
に
係
る
申
請
中
の
期
間
が
あ
る
営
利
企
業 

二 

離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
許
認
可
等
（
当
該
許
認
可
等
に
よ
り
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
又
は
事
務
の
実
施
が
可

能
と
な
る
も
の
に
限
り
、
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
補
助
金
等
の
交
付
（
当
該
補
助
金
等
の
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交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
若
し
く
は
事
務
の
完
了
若
し
く
は
廃
止
の
日
又
は
当
該
補
助
金
等
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
の
日
が
離
職
し
た
日
の
五

年
前
の
日
よ
り
前
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
営
利
企
業 

三 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
よ
る
検
査
等
、
不
利
益
処
分
又
は
行
政
指
導
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
行
政
指
導
の
う
ち
、

法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
第
五
号
に
規
定
す
る
捜
査
等
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
い
た
も
の
の
対
象

と
な
り
得
る
期
間
が
あ
る
営
利
企
業 

四 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
し
届
出
（
行
政
手
続
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
届
出
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
営
利
企
業

及
び
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
し
届
出
（
当
該
届
出
に
よ
り
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
又
は
事
務
の
実
施
が
可
能
と

な
る
も
の
に
限
り
、
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
営
利
企
業 

五 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
所
属
す
る
い
ず
れ
か
の
職
員
が
職
務
と
し
て
犯
罪
の
捜
査
又
は
公
訴
の
提
起
若
し
く
は
維
持
（
附
則
第
七
条

第
一
号
に
お
い
て
「
捜
査
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
犯
罪
の
捜
査
を
受
け
た
被
疑
者
又
は
当
該
公
訴
の
提
起
を
受

け
た
被
告
人
で
あ
る
営
利
企
業 

六 

離
職
前
五
年
間
に
係
る
年
度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
た
だ
し
、
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
の
翌
日
の
属
す
る

年
度
に
あ
っ
て
は
同
日
か
ら
当
該
年
度
に
属
す
る
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
、
離
職
の
日
が
属
す
る
年
度
に
あ
っ
て
は
当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
離

職
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
か
の
年
度
に
お
い
て
、
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
間
の
契
約
の
総
額
が
二
千
万
円

以
上
で
あ
る
営
利
企
業 

七 

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公

社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
一
条
又
は
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
出
資
に
係
る
営
利

企
業
（
離
職
前
の
在
職
機
関
が
同
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
郵
政
公
社
（
以
下
「
旧
公
社
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
） 

 
 
 

八 

離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
が
法
律
若
し
く
は
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
又
は
業
務
方
法
書
そ
の
他
の
規
則
に
基
づ
い
て
共

同
研
究
（
離
職
前
の
在
職
機
関
と
営
利
企
業
が
共
同
し
て
行
う
研
究
を
い
い
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三
号
）

第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
技
術
指
導
を
含
む
。
附
則
第
七
条
第
一
号
リ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
し
た
営
利
企
業 

九 

離
職
前
に
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
許
認
可
等
又
は
補
助
金
等
の
交
付
（
関
係
機
関
等
が
、
離
職
前
の
在
職

機
関
か
ら
許
認
可
等
若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
を
受
け
て
、
又
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
協
議
若
し
く
は
離
職
前
の
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在
職
機
関
か
ら
の
意
見
の
聴
取
を
経
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
申
請
中
の
期
間
が
あ
る
営
利
企
業
（
離
職
前
五
年
間
に
離
職
前
の
在
職
機
関
に
所
属

す
る
い
ず
れ
か
の
職
員
が
当
該
申
請
に
関
し
、
当
該
関
係
機
関
等
に
対
す
る
許
認
可
等
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
若
し
く
は
意
見
の
提
出
又
は
当
該
関

係
機
関
等
と
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
場
合
に
限
る
。
） 

 

イ 

前
条
に
規
定
す
る
国
の
機
関
、
特
定
独
立
行
政
法
人
、
旧
公
社
又
は
都
道
府
県
警
察
で
あ
っ
て
、
離
職
前
の
在
職
機
関
以
外
の
も
の 

ロ 

地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
警
察
を
除
く
。
） 

ハ 

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人 

ニ 

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等 

ホ 

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
（
独
立
行
政
法
人
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
） 

ヘ 

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
庁
の
認
可
を
要
す
る
法
人 

ト 

行
政
庁
が
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
、
検
査
、
検
定
、
登
録
そ
の
他
の
行
政
上
の
事
務
に
つ
い
て
当
該
法
律
に
基
づ
き
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ

せ
る
者
を
指
定
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
指
定
を
受
け
た
者 

十 

離
職
前
五
年
間
に
関
係
機
関
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
検
査
等
、
不
利
益
処
分
又
は
行
政
指
導
（
当
該
関
係
機
関
等
が
、
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
許
認
可
等

若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
を
受
け
て
、
又
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
協
議
若
し
く
は
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
の
意

見
の
聴
取
を
経
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
対
象
と
な
り
得
る
期
間
が
あ
る
営
利
企
業 

十
一 

離
職
前
五
年
間
に
係
る
年
度
の
い
ず
れ
か
の
年
度
に
お
い
て
、
関
係
機
関
等
と
締
結
し
た
契
約
（
当
該
関
係
機
関
等
が
、
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
許

認
可
等
若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
を
受
け
て
、
又
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
協
議
若
し
く
は
離
職
前
の
在
職
機
関
か

ら
の
意
見
の
聴
取
を
経
て
締
結
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
が
二
千
万
円
以
上
で
あ
る
営
利
企
業 

十
二 

関
係
機
関
等
が
行
う
出
資
（
当
該
関
係
機
関
等
が
、
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
許
認
可
等
若
し
く
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
を
受
け
て
、
又
は
法

令
の
規
定
に
基
づ
く
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
協
議
若
し
く
は
離
職
前
の
在
職
機
関
か
ら
の
意
見
の
聴
取
を
経
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
営
利
企
業 

十
三 

前
各
号
に
該
当
す
る
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
の
子
法
人
（
一
の
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
が
株
主
等
（
株
主
若
し
く
は
社
員
又
は
発
起
人
そ
の
他
の
法
人

の
設
立
者
を
い
う
。
）
の
議
決
権
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
を
い
い
、
一
の
法
人
で
あ
る
営
利
企

業
及
び
そ
の
子
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
又
は
一
の
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
の
子
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
が
株
主
等
の
議
決
権
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
は
、
当
該
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
の
子
法
人
で
あ
る
営
利
企
業
と
み
な
す
。
） 
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（
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
手
続
等
） 

第
六
条 
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
（
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
離
職
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
四
条
第
五
項
の
承
認
（
以
下
「
営
利
企
業
へ
の
就

職
の
承
認
」
と
い
う
。
）
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
任
命
権
者
（
当
該
特
定

独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
既
に
離
職
し
て
い
る
場
合
に
は
、
離
職
時
の
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
任
命
権
者
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
（
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
既
に
離
職
し
て
い
る
場
合
に
は
、
離
職
時
の
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
） 

四 

当
該
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
の
名
称 

五 

当
該
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
の
業
務
内
容 

六 

当
該
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
申
請
に
係
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
営
利
企
業
の
地
位
及
び
そ

の
業
務
内
容 

２ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
を
得
た
場
合
に
お
い
て
も
、
離
職
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
営
利
企
業
内
の
承
認
を
得
た
地
位
以
外
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
改
め
て
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
四
条
第
五
項
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
総

理
大
臣
が
定
め
る
。 

 

（
営
利
企
業
へ
の
就
職
の
承
認
の
基
準
） 

第
七
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
四
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
務

の
公
正
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

営
利
企
業
へ
の
就
職
（
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
附
則
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
く
こ
と
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
、
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

イ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
処
分
等
（
許
認
可
等
、
補
助
金
等
の
交
付
、
検
査
等
、
不
利
益
処
分
、
行
政
指
導
又
は
届
出
の

受
理
を
い
い
、
捜
査
等
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
、
就
職
予
定
営
利
企
業
（
特
定
独
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立
行
政
法
人
の
役
員
が
そ
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
営
利
企
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
（
当

該
就
職
予
定
営
利
企
業
の
役
員
以
外
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
の
開
始
の
届
出
そ
の
他
の
裁
量
の

余
地
の
少
な
い
処
分
等
又
は
軽
微
な
処
分
等
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
を
そ
の
職
務
と
す
る
特
定
独
立
行
政
法

人
の
役
員
の
職
又
は
官
職
を
占
め
て
い
た
期
間
が
あ
る
場
合
（
当
該
事
務
が
経
理
の
検
査
の
実
施
、
特
許
権
の
設
定
の
審
査
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が

定
め
る
も
の
に
限
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
当
該
就
職
予
定
営
利
企
業
に
対
す
る
当
該
処
分
等
に
関
す
る
事
務
に
従

事
し
た
期
間
の
な
い
場
合
を
除
く
。
） 

ロ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
職
務
と
し
て
被
疑
者
又
は
被
告
人
で
あ
る
就
職
予
定
営
利
企
業
に
対
す
る
捜
査
等
に
関
す
る
事

務
に
従
事
し
た
期
間
が
あ
る
場
合 

ハ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
て
い
た
期
間
が
あ
り
、
か
つ
、

離
職
前
の
在
職
機
関
（
当
該
期
間
に
在
職
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
が
、
当
該
期
間
に
、
処
分
等
で
あ
っ
て
、
当
該
就
職
予
定
営
利
企
業
が
そ
の
対
象

と
な
り
得
る
事
業
の
免
許
、
事
業
計
画
又
は
料
金
の
認
可
そ
の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
就
職

予
定
営
利
企
業
の
運
営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
関
係
に
あ
っ
た
場
合 

ニ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
と
ハ
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
っ
た
就
職
予
定
営
利
企
業
を
代
表
す
る
役
員

の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合 

ホ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
旧
公
社
に
お
け
る
出
資
（
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法
第
二
十
一
条
又
は
郵
政
民
営
化
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
ホ
及
び
ヘ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
務
を
そ
の
職
務
と
す
る
旧
公
社
の
役
員
の
職
又
は
旧
公
社
に
お
け
る
官
職
を
占
め
て
い
た
期
間
が
あ
り
、
か
つ
、
就
職

予
定
営
利
企
業
が
出
資
に
係
る
営
利
企
業
で
あ
る
場
合 

ヘ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
旧
公
社
の
役
員
の
職
又
は
旧
公
社
に
お
け
る
官
職
を
占
め
て
い
た
期
間
が
あ
り
、
か
つ
、
出
資

に
係
る
就
職
予
定
営
利
企
業
を
代
表
す
る
役
員
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合 

 

ト 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
と
就
職
予
定
営
利
企
業
と
の
間
の
契
約
の
締
結
又
は
履
行
に
関
す
る
事
務

に
従
事
し
た
期
間
が
あ
る
場
合
（
当
該
契
約
の
総
額
が
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

チ 
 

離
職
前
五
年
間
に
お
け
る
離
職
前
の
在
職
機
関
と
就
職
予
定
営
利
企
業
と
の
間
の
契
約
関
係
が
当
該
就
職
予
定
営
利
企
業
の
業
績
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
し
得
る
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合 
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リ 
 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
就
職
予
定
営
利
企
業
と
の
間
で
行
っ
た
共
同
研
究
（
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
の
あ
る
場
合 

ヌ 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
、
離
職
前
五
年
間
に
、
関
係
機
関
等
に
よ
る
就
職
予
定
営
利
企
業
に
対
す
る
処
分
等
（
営
利
企
業
の
役
員
以
外
の
地
位

に
就
く
こ
と
を
承
諾
し
、
又
は
就
こ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
イ
に
規
定
す
る
裁
量
の
余
地
の
少
な
い
処
分
等
又
は
軽
微
な
処
分
等
と
し
て
内
閣
総

理
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
若
し
く
は
出
資
又
は
関
係
機
関
等
と
就
職
予
定
営
利
企
業
と
の
間
の
契
約
（
当
該
契
約
の
総
額
が
内
閣
総
理
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
当
該
関
係
機
関
等
に
対
す
る
許
認
可
等
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
若
し
く
は
意
見
の
提
出
又

は
関
係
機
関
等
と
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
た
期
間
の
あ
る
場
合 

ル 

就
職
予
定
営
利
企
業
の
地
位
の
業
務
内
容
に
、
離
職
前
の
在
職
機
関
と
の
間
の
契
約
の
締
結
又
は
履
行
、
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
す
る
行
政
手
続
法

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
申
請
そ
の
他
離
職
前
の
在
職
機
関
に
対
す
る
折
衝
等
に
関
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合 

二 

営
利
企
業
へ
の
就
職
が
、
前
号
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
へ
の
就
任
に
伴

い
当
該
役
員
が
退
職
し
た
営
利
企
業
、
当
該
営
利
企
業
を
子
法
人
（
附
則
第
五
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
子
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
す
る
営
利
企
業
又
は
当
該
営
利
企
業
の
子
法
人
へ
の
当
該
役
員
の
就
職
で
あ
り
、
か
つ
、
公
務
の
公
正
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
な
い
と
特
別
に
認
め
ら
れ

る
就
職
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

（
離
職
後
の
就
職
の
援
助
を
行
う
た
め
の
基
準
） 

第
八
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
公
務

の
公
正
性
を
損
ね
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

営
利
企
業
等
が
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
当
該
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
で
あ
っ
て
、
当
該
者
の
有
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験

を
必
要
と
す
る
も
の
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
に
対
し
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供

を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

イ
の
依
頼
に
係
る
営
利
企
業
等
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

（
１
） 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
「
就
職
の
援
助
の
承
認
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
係
る

他
の
役
職
員
が
在
職
し
て
い
る
行
政
機
関
等
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第 

 
 

号
。
以
下
「
職
員
政
令
」
と
い
う
。
）

第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
国
の
機
関
、
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
都
道
府
県
警
察
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
が
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離
職
時
に
在
職
し
て
い
た
行
政
機
関
等
と
の
間
で
当
該
申
請
前
五
年
間
に
締
結
し
た
契
約
の
う
ち
、
そ
の
会
計
経
理
に
関
し
、
入
札
又
は
契
約
の
適
正

な
執
行
の
確
保
に
関
す
る
事
務
を
行
う
機
関
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
法
令
若
し
く
は
予
算
に
違
反
し
、
又
は
不
当
と
認
め
ら
れ
た

事
項
（
当
該
行
政
機
関
等
及
び
当
該
営
利
企
業
等
の
一
方
又
は
双
方
に
よ
り
組
織
的
に
行
わ
れ
た
犯
罪
そ
の
他
の
不
正
な
行
為
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
当
該
事
項
に
関
す
る
是
正
又
は
改
善
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
も
の
を
締
結
し
た
営
利
企
業
等 

（
２
） 

就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
の
う
ち
他
の
職
員
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
職
員
政
令
第
四
条
に
規
定
す
る
当
該
他
の
職

員
の
利
害
関
係
企
業
等
（
職
員
政
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

（
３
） 

就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
の
う
ち
特
定
独
立
行
政
法
人
の
他
の
役
員
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
役
員
の
利

害
関
係
企
業
等
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

ハ 

就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
て
行
お
う
と
す
る
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
が
、
役
職
員
の

離
職
に
際
し
て
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助
に
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
の
依
頼
に
応
ず
る
た
め
、
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役

職
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

営
利
企
業
等
が
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
を
当
該
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
で
あ
っ
て
、
当
該
者
の
有
す
る
高
度
の
専
門
的
な
知

識
経
験
を
必
要
と
す
る
も
の
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
に
対
し
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
関
す
る
情
報

の
提
供
を
依
頼
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
が
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
又
は
役
職
員
で
あ
っ

た
者
（
以
下
「
特
定
役
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
も
の
を
当
該
地
位
に
就
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
特
定
役
職
員
等
が
当
該
営
利
企
業
等
に
対
し
、
現
に
検
査
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
及
び
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
（
当
該
検
査

等
を
す
る
事
務
が
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
職
員
政
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
営
利
企
業
等
が
当
該
特
定

役
職
員
等
と
特
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
場
合
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

ロ 

就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
て
行
お
う
と
す
る
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
為
が
、
役
職
員
の

離
職
に
際
し
て
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助
に
該
当
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
イ
の
依
頼
に
応
ず
る
た
め
、
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役

職
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
職
員
が
国
家
公
務
員
法
第
七
十
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
。 
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２ 
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
適
合
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
た
後
、
当
該
基
準
に
適
合
し

な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
就
職
の
援
助
の
承
認
を
し
た
委
員
会
（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
権
限
が
、
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
監
察
官
に
委

任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
察
官
。
以
下
「
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
就
職
の
援
助
の
承
認
後
の
通
知
義
務
） 

第
九
条 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
て
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行

為
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
に
係
る
営
利
企
業
等
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
を
受
け
た
旨 

二 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
を
し
た
委
員
会
等
の
名
称
又
は
氏
名
及
び
連
絡
先 

三 
 

特
定
役
職
員
等
を
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
る
か
否
か
は
、
当
該
営
利
企
業
等
が
任
意
に
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
営
利

企
業
等
は
、
当
該
特
定
役
職
員
等
を
当
該
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に
就
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ

と
は
な
い
こ
と
。 

 

（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
手
続
） 

第
十
条 

就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、

次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
行
為
が
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
等
又
は
そ
の
子
法
人
の
地
位
に

関
す
る
情
報
の
提
供
の
依
頼
の
み
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
）
を
記
載
し
た

申
請
書
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
委
員
会
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

氏
名 

二 

生
年
月
日 

三 

特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職 

四 

特
定
役
職
員
等
の
氏
名 

五 

特
定
役
職
員
等
の
生
年
月
日 

六 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
の
官
職
若
し
く
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職
又
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
の
離
職
時

の
官
職
若
し
く
は
特
定
独
立
行
政
法
人
の
役
員
の
職 

七 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
等
の
名
称 
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八 
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
営
利
企
業
等
の
業
務
内
容 

九 
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
の
職
務
と
当
該
営
利
企
業
等
と
の
関
係 

十 

当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
他
の
役
職
員
が
在
職
し
て
い
る
行
政
機
関
等
又
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
が
離
職
時
に
在
職
し
て
い
た
行

政
機
関
等
と
当
該
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
に
係
る
当
該
営
利
企
業
等
と
の
関
係 

十
一 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

 
 

（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
附
帯
条
件
） 

第
十
一
条 

委
員
会
等
は
、
就
職
の
援
助
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
就
職
の
援
助
の
承
認
に
際
し
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
員
会
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
就
職
の
援
助
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
子
法
人
） 

第
十
二
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
第
一
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
権
限
の
委
任
） 

第
十
三
条 

委
員
会
は
、
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
承
認
の
権
限
の
う
ち
、
国
家
公
務

員
法
第
百
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
職
に
就
い
た
こ
と
が
な
い
他
の
役
職
員
又
は
他
の
役
職
員
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
も
の
を
監
察
官
に
委
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

（
在
職
機
関
に
よ
る
公
表
） 

第
十
四
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
毎
会
計
年
度
又
は
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
四
月
以
内
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
を
行
う
場
合
に
お
け
る
改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
額
は
、
特
定
独
立

行
政
法
人
の
役
員
の
離
職
し
た
日
の
翌
日
の
属
す
る
年
度
か
ら
そ
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
総
額
と
す
る
。 

（
在
職
機
関
の
公
表
事
項
） 

第
十
五
条 

改
正
法
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
六
条
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
九 

（
略
） 

（
委
員
長
等
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
経
過
措
置
） 
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第
十
六
条 

改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
委
員
会
の
委
員
長
及
び
二
名
以
上
の
委
員
が
最
初
に
任
命
さ
れ
て
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）

第
五
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
に
至
る
ま
で
の
間
、
通
則
法
第
五
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
、

改
正
法
附
則
第
十
条
の
規
定
並
び
に
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
附
則
第
八
条
第
二
項
、
附
則
第
九
条
第
二
号
、
附
則
第

十
条
及
び
附
則
第
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
第
五
十
四
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
の
四
及
び
次
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の

三
第
一
項
」
と
、
「
権
限
の
委
任
を
受
け
た
再
就
職
等
監
視
委
員
会
で
扱
わ
れ
る
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
再
就
職

等
監
視
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
通
則
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
八
条
の
三
第

一
項
、
第
十
八
条
の
四
、
第
十
八
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
の
六
、
第
百
六
条
の
二
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
百
六
条
の
三
、
第
百
六
条
の
四
及

び
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
附

則
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
の

六
、
第
百
六
条
の
二
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
百
六
条
の
三
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
条
の
四
（
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）

及
び
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
六
条
の
二
十
二
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七
ま
で

の
規
定
」
と
、
改
正
法
附
則
第
十
条
中
「
附
則
第
四
条
（
第
三
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
前
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
」

と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
（
第
三
項
及
び
第
七
項
を
除
く
。
）
の
規
定
、
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
附
則

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
五
条
（
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
附
則
第
六
条
、
附
則
第
七
条
、
前
条
（
第
三

項
を
除
く
。
）
及
び
」
と
、
第
三
条
第
二
項
中
「
求
職
の
承
認
を
し
た
再
就
職
等
監
視
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
第
四
条
、
第
五

条
及
び
第
十
一
条
中
「
委
員
会
」
と
あ
り
、
第
十
二
条
中
「
再
就
職
等
監
察
官
（
以
下
「
監
察
官
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
附
則
第
八
条
第
二
項
中
「
就
職

の
援
助
の
承
認
を
し
た
委
員
会
（
就
職
の
援
助
の
承
認
の
権
限
が
、
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
監
察
官
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
察

官
。
以
下
「
委
員
会
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
並
び
に
附
則
第
十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
委
員
会
等
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
附
則
第
九

条
第
二
号
中
「
委
員
会
等
の
名
称
又
は
氏
名
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
者
及
び
そ
の
」
と
し
、
附
則
第
十
三
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
通
則
法
、
改
正
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
内
閣

総
理
大
臣
に
対
し
て
さ
れ
た
承
認
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
委
員
会
の
委
員
長
及
び
二
名
以
上
の
委
員
が
最
初
に
任
命
さ
れ
た
時
以
後
に
お
い
て
は
、
同
項

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
相
当
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
若
し
く
は
監
察
官
が
し
た
承
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
委
員
会
若
し
く
は
監
察

官
に
対
し
て
さ
れ
た
承
認
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 


